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   Ｃ０３Ｃ  17/25     (2006.01)
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   Ｂ３２Ｂ  17/10     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/34     (2006.01)
   Ｂ６５Ｄ  23/08     (2006.01)
   Ｂ６５Ｄ  23/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ   17/28     　　　Ａ
   Ｃ０３Ｃ   17/25     　　　Ａ
   Ｂ３２Ｂ    1/02     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   17/10     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   27/34     　　　　
   Ｂ６５Ｄ   23/08     　　　Ａ
   Ｂ６５Ｄ   23/02     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和1年10月28日(2019.10.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス容器の外面である第１の表面と、該第１の表面とは反対側の第２の表面とを含む
ガラス容器、及び
　前記ガラス容器の前記第１の表面の少なくとも一部分に位置付けられたコーティング
を含む、薬剤用パッケージであって、前記コーティングが、
　　１つ以上のポリイミド組成物、及び
　　１つ以上の金属酸化物組成物
を含み、
　前記１つ以上のポリイミド組成物と前記１つ以上の金属酸化物組成物とが、前記コーテ
ィングに混合されており、
　前記１つ以上の金属酸化物組成物の前記１つ以上のポリイミド組成物に対する重量比が
、約２０／８０～約９５／５である、
薬剤用パッケージ。
【請求項２】
　前記コーティングにおける前記１つ以上の金属酸化物組成物の総量が、約２０質量％～
約９５質量％であることを特徴とする、請求項１に記載の薬剤用パッケージ。
【請求項３】
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　前記コーティングにおける前記１つ以上のポリイミド組成物の総量が、約５質量％～約
８０質量％であることを特徴とする、請求項１または２に記載の薬剤用パッケージ。
【請求項４】
　前記コーティングにおけるポリイミドと金属酸化物との組合せが、前記コーティングの
少なくとも約５０質量％を構成することを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記
載の薬剤用パッケージ。
【請求項５】
　前記１つ以上の金属酸化物組成物のうちの少なくとも１つが、ジルコニア、アルミナ、
又はチタニアであることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の薬剤用パッ
ケージ。
【請求項６】
　前記コーティングが、１００ｎｍ以下の厚さを有することを特徴とする、請求項１～５
のいずれか一項に記載の薬剤用パッケージ。
【請求項７】
　前記１つ以上のポリイミド組成物がフッ素化されていることを特徴とする、請求項１～
６のいずれか一項に記載の薬剤用パッケージ。
【請求項８】
　前記コーティングを有する前記ガラス容器の前記第１の表面の前記一部分が、約０．７
以下の摩擦係数を有することを特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の薬剤用
パッケージ。
【請求項９】
　前記コーティングを有する前記ガラス容器の前記第１の表面の前記一部分が、少なくと
も約２５０℃の温度で３０分間の加熱処理の後に、約０．７以下の摩擦係数を保持するこ
とを特徴とする、請求項８に記載の薬剤用パッケージ。
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